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2016年韓国改正特許法の主な内容

　韓国では、特許法の改正が相次いでいま
す。今回の改正は大きく分けて、本年２月に
公布された①不良特許を予防するための改正
と、３月に成立した②証拠提出を強化するた
めの改正とに分類されます。以下、簡単に改
正法の内容について紹介します。

１． 不良特許を予防するための特許法改正案
（2017年３月１日付施行）

１-１．公衆参加による登録特許を再検討す
る特許取消申請制度
理由：１） 特許品質に対する憂慮の増加に伴
い、公衆参加により瑕疵の憂慮がある登録特
許を早期に再検討して市場の混乱と負担を最
小化する必要性 ２） 類似する性格を持つ無
効審判制度が運営されているが、これは当事
者間の紛争解決のためのものであり、公衆審
査の強化及び責任行政の具現目的から乖離
内容：何人も登録公告後６ヶ月までに特許取
消理由を提供すれば、審判官が登録特許を再
検討して瑕疵があれば早期に特許を取消す制
度
１-２．審査官の職権再審査制度
理由：瑕疵がある特許の登録を予め防止する
ため、特許決定後も審査官が明白な拒絶理由
を発見する場合に再審査する手続きの整備の
必要性
内容：特許決定後も設定登録前までに明白な
拒絶理由を発見する場合、職権で特許決定を
取消して審査を再開する制度
１-３．迅速な権利確定のための審査請求期
間の短縮
理由：特許出願後の権利未確定期間を減らす

ため、審査請求期間を国際的趨勢に合わせて
調整する必要性
内容：審査請求期間を出願日から５年を３年
に調整（但し、最大２年間の審査猶予制度の
活用が可能）
１-４．外国審査結果の提出命令制度
理由：同一技術を複数の国家へ行う交差出願
の急増に伴い、主要国の特許庁間における審
査結果の相互活用の必要性が増大
内容：パリ条約による優先権出願の審査時、
第１国の審査で引用された技術文献の提出を
命ずる制度（但し、本法の施行前に出願され
た優先権主張を伴う特許出願も適用）
１-５．正当な権利者による出願可能期間の
延長
理由：正当な権利者による出願可能期間を合
理的に調整する必要性
内容：正当な権利者の出願要件のうち、無権
利者特許の登録公告後２年までという要件を
削除（無権利者特許の無効審決確定日から30
日以内に出願という要件のみを満たせばよ
い）
１-６．特許権移転請求制度
理由：正当な権利者の効率的な救済手段を設
けるため、現在の遡及効を通じた別途の出願
方式以外に、民事訴訟を通じた救済方法を設
ける必要性
内容：正当な権利者が該当特許権の移転を法
院に請求する特許権移転請求制度（無権利者
の特許を無効にした後に特許出願する従来方
式とともに２つの方法で運営） 
１-７．微細な誤りを救済するための職権補
正範囲の拡大
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理由：微細な記載不備により特許手続きが遅
延あるいは拒絶される場合を防止する必要性
内容：微細な誤字脱字以外に、拒絶理由であ
るが明白に誤って記載された記載不備に対し
ても審査官の職権補正が可能なように職権補
正の範囲を拡大（現行は単なる誤記のみ可能）
１-８．国内優先権主張を伴う基礎出願に対
する書類閲覧の改善
理由：設定登録（または出願公開）されなか
った出願は書類閲覧を不許可とするように規
定し、国内優先権主張を伴う出願の場合、書
類閲覧に関する不必要な申請が発生
内容：国内優先権主張を伴う出願が設定登録

（または出願公開）されたら、基礎出願の書
類閲覧を許容
１-９．審理遅延防止のための無効審判訂正
請求の取下げ時期の改善
理由：無効審判対象の早期確定により審理遅
延を防止するため、訂正請求の取下げ時期を
合理的に調整する必要性
内容：無効審判における訂正請求の取下げは
訂正請求期間（+１ヶ月）または訂正請求の
補正可能期間にのみ取下げできるように改善

（訂正請求の補正可能期間は訂正不認定通知
に対する意見書提出期間である）
１-10．訴訟当事者の手続中止の申請権
理由：侵害訴訟などで審判結果を活用できる
ように訴訟手続の中止申請手続を設ける必要
内容：当事者の申請によっても特許に関する
審決が確定するまで訴訟手続を中止（現行は
法院の職権のみ可能）
１-11．法人解散時における特許権消滅規定
の整備
理由：相続人がない場合、特許権消滅規定が
あるだけで自然人ではない法人に対する規定
がない
内容：法人の特許権は法人の清算結了登記日
までの特許権の移転登録を行わなければ、そ
の清算結了登記日の翌日に消滅するようにす
る（商標権及び著作権法と同一）

１-12．後日補完期間の延長
理由：事後救済の拡大のため、拒絶決定不服
審判などの手続きの後日補完を増やす必要
内容：特許拒絶決定などに対する審判及び再
審請求に対する手続きの後日補完可能期間を
現行の14日から２ヶ月に増やす

２． 証拠提出を強化するための特許法改正案
（2016年６月30日付施行）

２-１．損害賠償関連の証拠提出を強化する
ための制度の改善
内容：証拠提出対象の拡大、懲罰的損害賠償
制度の導入、被告の実施行為の様態提示義務
を賦課
２-２．審判請求料の返還制度の導入
内容：１） 拒絶決定などが取消された場合、
審判請求料の返還（但し、審判過程で補正が
ある場合を除く） ２） 審判請求などの取下げ
を行った場合、審判請求料などの半額を返還

（審理終結前までに取下げを行った場合） ３） 
審判請求が決定却下された場合などに、審判
請求料などの半額を返還（却下確定時または
参加申請の拒否時）
２-３．特許権放棄時における残余特許料の
返還
内容：特許権放棄の場合、特許料の返還規定
を新設（放棄の翌年からの特許料を返還）
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